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両立のための意識 。業務連携改善モデル

人材確保のために、

条件の整備が必須。
全体で人材が少なく、採用上の競合他社が多い。

と仕事の両立が困難な女性従業員が多い。

の引き上げが難しい状況の中、
以外の労働条件の見直しが必要。
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i■儡 労働パターンの工夫

1碁11二圭繁 育児休業制度の充実

ぃ題点の解決を,
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年齢・性別。身体条件を問わず積極的な人材採用を行う。

従業員のライフスタイルに合わせて勤務シフトを作成する。

1育児休業の取得及び職場復帰を積極的に支援する。

働きやすい職場づくりのために必要な就業規則全般の見直しを行う。

「中小企業子育て支援助成金」受給に申請に必要な各種書類を作成・

提出する。

006年に中心メンバーの一人が出産のための体暇に入り、

り、育児体業後の復帰制度の整備が緊急の課題として

浮上したことをきっかけに、職場環境の整備に着手。あわせ

て「中小企業子育て支援助成金」の受給も目指すこととし、

労働条件・就業規則を労働基準法に即して厳密に整えるなど、

各種制度の整備のため社会保険労務士・清水氏の協力を仰ぎ

社内制度の一新を図った。
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介護業界の労働条件を向上させる

「中小企業子育て支援助成金」受給への取り組み

デル企業は障害者向けの在宅介護に特化 した企業であ

る。業界全体で労働条件が未整備の部分が多く、人材

確保が困難な状況。とりわけ女性従業員が多い中、育児や介

護といった事情のため仕事と家庭生活の両立が難 しいケース

が多い。そこで、2006年 に中心メンバーの一人が出産のた

めの体暇を取つたことをきっかけに2006年 4月 1日 以降初め

て育児体業を取得した従業員が出た場合に支給される「中小

企業子育て支援助成金」に注目。この制度を軸に就業規則を

一新、働きやすい職場づくりに取り組んだ。
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革1,41:圭塁 就業規則全般の見直し
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小企業子育て支援助成金の対象となるのは、常時雇用

する労働者が100人 以下の事業主。このほか、次世代

■モデル企業DATA
社  名■有限会社サフラン

業務内容 ■訪間介護・居宅介護・移動支援

従業員数|.49名

所 在 地■西宮市高畑町2丁目82‐502

児休業または短時間勤務を開始 した労働者がいる事業主が支

給対象となり、1人 目の育児休業に対 して100万 円、2人 目か

助成金の申請に必要な諸

働きやすくクリアな職場づ
剛
初

働条件を見直し

を提案。

育成支援対策推進法に基づいて「一般事業主行動計画」を労  ら5人 目までは80万円の受給が可能。今回は書類作成 。就業
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規則の見直し翻 談員が主導で行つ
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1「一般事業主行動計画」の作成・層

2就業規則の見直しと整理。

3助成金受給に必要な各種添付書類

労働条件の向上を、業界全体で取り組んでいきたい。
子高齢化が急速に進む中、介護業界における慢性的な

人手不足は重大な問題であり、労働条件の改善は必須

の課題。業界全体でまだまだそうした面の取り組みが遅れて

いるので、この状況を少しでも変えていけたらと思います。

社会保険労務士の清水氏に客観的・法的な立場から就業規則

等についてのア ドバイスを受けることができたのは、その意

味で大変有意義でした。休憩時間や時間外手当 。年体などに

関する規則もよリクリアに整備することができ、今後の人材

確保につながればと思つています。

二墨旦→
聾 T労理 昭 給付金の受給をきっかけに、

長期的な人材確保・定着に期待したい。
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須なのですが、企業側の意識がまだまだ低いのが現状。育児体業や年体といった制度も適

切に運用されていないケースが多く見受けられます。各種の助成金を活かしながら、子育

てしやすく、ワークライフバランスが実現するような職場環境に変えていくのもひとつの

方法ではないでしょうか。労働条件の整備は経営の安定・向上に必ずつながるものですので、

より多くの企業に取り組んではしいと考えています。鶯


